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【設置にあたっての注意点概要（①②共通）】

・歩道等及び自転車歩行者専用道路等の単路部から連続的に線状ブロッ
クを設置し、踏切道手前部の点状ブロックへ適切に誘導する
・点状ブロックは歩道等又は自転車歩行者専用道路等の全幅に設置する

・線状ブロックと踏切道内誘導表示の中心線が直線的に一致するよう設置
する
・踏切内誘導表示と点状ブロックの間は50cm程度の離隔をとる
・踏切内誘導表示は建築限界を確認の上設置する

視覚障害者誘導用ブロック及び踏切道内誘導表示の設置
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①標準的な設置方法等

踏切道内には、踏切道内誘導表示を設けることを標準とする。踏切道付近の視覚障害者誘導用ブロッ
クと踏切道内誘導表示の設置方法及び構造について①を標準、歩道等又は自転車歩行者専用道路等
の幅員が狭い踏切道では（車椅子使用者が踏切道内誘導表示を回避困難な場合）②を標準とする。

ℓ：60cm程度
b：点状ブロックへ誘導する
ために必要な長さ
d：50cm程度 記号 項目

寸法
(mm)

w1 着色範囲（黄色） 75
W2 着色範囲（白） 320

d1
線状突起と最外列の
点状突起の中心間距離

100

h 突起の高さ 5

整備イメージ

②歩道等又は自転車歩行者専用道路等の
幅員が狭い場合の標準的な設置方法等

記号 項目 寸法(mm)
W1 着色範囲（黄色） 150以上

d1 線状突起の中心間距離 75

h 突起の高さ 5

ℓ：60cm程度 d：50cm程度

整備イメージ

踏切内誘導表示の構造

踏切内誘導表示の構造
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